
議案第４８号 

 

堤根余熱利用市民施設整備事業の契約の締結について 

 

堤根余熱利用市民施設整備事業における事業契約を次のとおり締結する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１３日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦        

 

１ 事 業 名   堤根余熱利用市民施設整備事業 

２ 履 行 場 所   川崎市川崎区堤根７３番１、７３番７ 

３ 契 約 の 方 法   総合評価一般競争入札 

４ 契 約 金 額   ５，３３１，４２２，０８３円 

５ 契 約 期 間   契約締結の日から令和２６年３月３１日まで 

６ 契約の相手方   川崎市宮前区野川台一丁目２２番３号 

           オールフラッツつつみね株式会社 

            代表取締役 浅越 裕介 

 

 

 

 

 



参考資料 

           事   業   概   要 

事 業 名  堤根余熱利用市民施設整備事業 

１ 事業内容 

 ⑴ 施設整備業務 

 ⑵ 開業準備業務 

 ⑶ 運営業務 

 ⑷ 維持管理業務 

２ 事業方式 

  事業者が施設整備業務を行った後、市に所有権を移転し、事業期間の終

了までの間、本施設の維持管理及び運営業務を実施する方式（ＰＦＩ（Ｂ

ＴＯ）方式） 

３ 事業用地 

  敷地面積：５，５７５.７６㎡ 

  用途地域：準工業地域 

  容積率：２００％ 

建蔽率：６０％ 

  高度地区：第３種高度地区 

４ 施設整備概要 

 ⑴ 温水プール機能（２５ｍプール、歩行用プール、子供用プール等） 

 ⑵ トレーニング機能（トレーニングルーム、スタジオ） 

 ⑶ コミュニティ機能（会議室、多目的室、温浴施設（プール内ジャグジ

ー）等） 

 ⑷ 管理機能（事務室、倉庫、駐車場等） 


